
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～共済給付金申請はされていますか～ 
共済給付金申請は事由発生から3年以内となります。 
事由発生から3年を過ぎると受付できません。申請し忘れがないかご確認ください。 

申請は事由発生と申請時が会員であることが条件です。 

※保険金については申請時に退会していても事由発生時が会員であれば申請できます。 

 

申請されたかどうかわからない方についてはお電話にてお問合せください。 

その際は会員番号とお名前をお伺いいたしますので、会員証をお手元にご準備ください。 

 

お問合せ先・・・ジョイフル中勢 

             059-222-1500 

事務局からのお知らせ 

祝金 ・結婚祝金 

     ・出生祝金 

     ・入学祝金 

     ・成人祝金 

     ・還暦祝金 

     ・銀婚祝金 

     ・在会祝金 

弔慰金･見舞金･保険金 

 ・配偶者の死亡 

 ・子の死亡 

 ・親の死亡 

 ・傷病休業 

・死亡保険金 

・障害保険金 

・住宅災害保険金 

・住宅災害弔慰金 

※在会祝金はジョイフル中勢から事業所へ対象者分の申請書をお送りします。 

申請は入学祝金や還暦祝金など事由発生が確定している場合でも必ず事由発生後で 

お願いいたします。 

12月から運用開始しているX(旧Twitter)はもうご覧いただいてますか。 

窓口の営業案内やチケットの締切、引換なども案内しておりますので、ぜひフォローしてご覧

いただければと思います！ 


